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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年８月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年４月９日 ０４時２０分ごろ 

発生場所 静岡県伊東市手
て

石
いし

島東南東方沖 

 伊東港東防波堤灯台から真方位０９１°１.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°５８.４′ 東経１３９°０８.２′） 

事故の概要 遊漁船第八よしゆき丸は、南東進中、岩に乗り揚げた。 

第八よしゆき丸は、釣り客５人が負傷し、船首部船底外板に破口を

生じた。 

事故調査の経過 平成２８年４月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 第八よしゆき丸、６.６トン  

２４１－１０４５７静岡、個人所有 

１０.５１ｍ（Lr）×３.０２ｍ×１.１９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３１６.３０kＷ、平成２年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成９年５月２３日 

免許証交付日 平成２４年４月１０日 

         （平成２９年５月２２日まで有効） 

釣り客Ａ 男性 ５１歳 

 死傷者等 重傷 １人（釣り客Ａ）、軽傷 ４人（釣り客） 

 損傷 船首部船底外板に破口 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０５時２２分 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客Ａほか釣り客４人を乗せ、

東京都伊豆大島沖の釣り場に向け、平成２８年４月９日０４時０６分

ごろ、法定灯火を表示して伊東市伊東港を出港した。 

 船長は、ふだん、ＧＰＳプロッターに、伊東港の東方にある手石島

の北側を通過し、同島と‘手石島の東南東方約４６０ｍ離れた所に位

置する尾根と呼称されている岩’（以下「本件岩」という。）との間を
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南進した後、南東進して伊豆大島沖の釣り場に向かう針路線を入力し

ており、その針路線上を航行するようにしていた。 

船長は、出港後、予定の針路線上を約８ノットの対地速力で航行

し、手石島の北側から針路を南に向けようと右舵を取って変針中、本

船の右舷方に赤灯を見せて北進する小型の反航船を視認した。 

船長は、反航船が、手石島の西側に向かうのか、同島と本件岩との

間を航行するのかが掴
つか

めずにいたところ、右舷方に見えていた反航船

の赤灯が、緑灯に変わったので、本船と右舷対右舷で通過するものと

思い、舵を戻して南東進し、反航船の動静に注意を向けて航行した。 

本船は、船長が、反航船との距離を見極めながら同じ針路で航行し

ていたところ、０４時２０分ごろ反航船との衝突のおそれがなくなっ

たので、南進しようとした際、突然停止し、本件岩に乗り揚げた。 

 本船は、船長が、釣り客の安否を確認したところ、釣り客全員が負

傷したことを知り、また、船首船底に破口が生じたが、浸水がなく、

自力での航行が可能であったので、機関を後進にかけて離礁し、伊東

港に帰った。 

 船長は、釣り客を下船させた後、０４時３９分ごろ１１９番に通報

して救急車を要請した。 

釣り客５人は、救急車で病院に搬送され、釣り客Ａが、全治約２週

間の頭部挫創、両肩関節打撲症と診断され、ほかの釣り客４人は、

肩、顔面の打撲、唇の切創等であった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.７５ｍ、船尾約０.８０ｍであった。 

本船内には、定員分の１２着の救命胴衣が保管されていたが、釣り

客５人は、本事故当時、各自が持参した救命胴衣を着用していた。 

本件岩は、水上岩であったが、標識灯がなかったので、船長は、ふ

だん、夜間航行を行う際には、レーダーで手石島及び本件岩を確認す

るようにしていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、手石島東南東方沖を南東進中、船長が、反航船の動静に注

意を向けていたことから、予定針路線より東側に逸
そ

れて本件岩に向け

て航行していることに気付かず、本件岩に乗り揚げたものと考えられ

る。 

 船長は、反航船との距離を見極めようとしていたことから、反航船

の動静に注意を向けていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、手石島東南東方沖を南東進中、船長が、

反航船の動静に注意を向けていたため、予定針路線より東側に逸れて
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本件岩に向けて航行していることに気付かず、本件岩に乗り揚げたこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、岩礁等の存在する狭い海域で他船と行き会う時は、レーダ

ー及びＧＰＳプロッターで船位を確認しながら、岩礁等の危険物

に注意して航行すること。 

 

 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

写真１ 本船 

 

本船の航跡 

伊東港東防波堤灯台 

本件岩 

手石島 

事故発生場所 

（平成２８年４月９日 

０４時２０分ごろ発生） 

静岡県伊東市 

予定針路線 

伊東港 


